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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
福
田
昭
夫
君
提
出
政
府
が
す
す
め
る
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
著
書
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
が
、
御
指
摘
の
真
偽
不
明
の
情
報
に
基
づ
い
た
質
問
に
お
答
え
す
る
こ
と
は

差
し
控
え
た
い
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
等
の
電
気
設
備
」
の
具
体
的
な
範
囲
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
デ
ジ
タ
ル
庁
に

お
い
て
公
募
を
行
っ
た
「
デ
ジ
タ
ル
庁
に
お
け
る
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
整
備
の
た
め
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

令

和
四
年
度
募
集

」
に
係
る
契
約
の
契
約
相
手
先
企
業
で
あ
る
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
（
以
下
「
令
和
四
年
度
ガ

バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
日
本
国
内
に
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
る
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
が
提
供
す
る
「
ク
ラ
ウ
ド
名
」
に
つ
い
て
は
、Amazon 

Web

Services

、Google 
Cloud 

Platform

、Microsoft 
Azure

及
びOracle 

Cloud 
Infrastructure

で
あ
る
。
「
契
約

期
間
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
令
和
四
年
十
月
三
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
あ
る
。
「
契
約
額
」
に
つ
い



 

２ 

 

て
は
、
令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
に
対
し
て
支
払
う
代
金
は
、
令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト

ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
間
で
締
結
し
た
契
約
に
基
づ
き
設
定
し
た
単
価
に
、
毎
月
の
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
量
を
乗
じ
て
得
た
金
額
で
あ
り
、
令
和
四
年
十
月
に
お
け
る
代
金
は
、Amazon 

Web 
Services, 

Inc.

に
対
し
て
三
千

九
百
四
十
六
万
五
百
七
円
、
グ
ー
グ
ル
・
ク
ラ
ウ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社
に
対
し
て
三
百
八
万
八
千
八
百
五
十
一
円
、Mi

crosoft 
Corporation

に
対
し
て
零
円
、
日
本
オ
ラ
ク
ル
株
式
会
社
に
対
し
て
零
円
で
あ
る
。
「
契
約
内
容
」
に
つ
い
て

は
、
令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
間
で
締
結
し
た
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
基
本
契
約
書
及

び
技
術
仕
様
等
が
記
載
さ
れ
た
調
達
仕
様
書
に
つ
い
て
、
デ
ジ
タ
ル
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

 
 

ま
た
、
御
指
摘
の
「
中
央
省
庁
の
政
務
三
役
及
び
国
家
公
務
員
の
人
事
・
給
与
や
文
書
管
理
等
」
に
関
す
る
業
務
に
つ
い

て
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
間
で
締

結
し
た
契
約
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
中
央
省
庁
の
政
務
三
役
及
び
国
家
公
務
員
の
個
人
情
報
や
公
文
書
を
外
国
の
デ
ジ
タ
ル
業
者
に
任
せ
る
」
の



 

３ 

 

意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
三
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
令

和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
は
、
御
指
摘
の
「
中
央
省
庁
の
政
務
三
役
及
び
国
家
公
務
員
の
個

人
情
報
や
公
文
書
」
に
関
す
る
業
務
に
つ
い
て
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
作
成
を
行
っ
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
令
和
四
年
度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
受
注
し
た
米
国
の
四
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
統
一
・
標
準
シ
ス
テ

ム
も
作
成
す
る
」
と
の
事
実
は
な
い
。 

六
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
国
民
の
命
の
次
に
大
切
な
二
十
の
個
人
情
報
を
外
国
の
デ
ジ
タ
ル
業
者
に
任
せ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
「
令
和
四
年

度
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
を
受
注
し
た
米
国
の
四
社
は
、
地
方
公
共
団
体
の
統
一
・
標
準
シ
ス
テ
ム
も
作
成
す
る
」
と
の
事

実
は
な
い
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

我
が
国
に
お
い
て
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
等
に
よ
り
、
必
要
な
規
定



 

４ 

 

が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
条
に
お
い
て
、
「
地
方
公

共
団
体
は
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
国
に
よ
る
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
の
状
況
を
踏
ま

え
つ
つ
、
当
該
環
境
に
お
い
て
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
活
用
し
て
地
方
公
共
団
体
情

報
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体
に
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
の

利
用
を
義
務
付
け
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。 


